
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 許可に基づく地位の承継の承認 

根 拠 法 令 及 び 条 項 都市計画法第４５条 

所 管 部 課 係 名 まちづくり未来部都市計画課開発指導係 

審

査

基

準 

関 係 条 項 

（許可に基づく地位の承継） 

都市計画法第４５条 

 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所

有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原

を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開

発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく

地位を承継することができる。 

基 準 

 

（ 未 設 定 の 場 

 

合はその理由） 

開発許可を受けた者が有する当該開発許可に基づく
地位の承継は、次のいずれにも該当する場合に承認す
る。 

１ 地位の承継をする者は、開発許可を受けた者から
次の権原を取得していること。 

⑴ 開発許可を受けた者が開発区域内の土地の所

有権又は所有権以外の権原を有している場合は、

当該権原 

⑵ 開発許可を受けた者が開発区域内の土地の所

有権又は所有権以外の権原を有する者から開発

行為の施行又は当該開発行為に関する工事の施

行について同意を得ている場合は、当該同意に基

づく権原 

２ 地位の承継に係る開発行為が、主として自己の居
住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行
う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工
作物で自己の業務の用に供するものの建築若しく
は建設の用に供する目的で行う開発行為で開発区
域の規模が１ヘクタール未満のもの以外の開発行
為であるときは、地位の承継をする者は、次のいず
れにも該当すること。 

  ⑴ 当該開発行為を行うために必要な資力を有す

ること。 

  ⑵ 前年度の所得税（法人にあっては法人税）が納

税期限までに納税されていること。 

⑶ 過去の事業実績等を勘案して、当該開発行為を

行う能力を有していると認められること。 

参 考 事 項 
 



設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

１３日 

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


